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 議  第  ８０ 号  

令和３年１０月２８日  

 

 

教育委員会事務局等職員（教職員を除く。）異動一般方針について 

 

 

 教育委員会事務局等職員（教職員を除く。）異動一般方針について、別紙のとおり制

定したいので議決を求める。 

 

 

熊本市教育長  遠藤 洋路  

 

 

 

 

（提案理由） 

 熊本市教育委員会教育長事務委任等規則（昭和２７年教育委員会規則第６号）第１条

第５号の規定により議決を求める必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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教育委員会事務局等職員（教職員を除く。）異動一般方針 

 

 

                         熊本市教育委員会 

 

 

 本市教育委員会は、質の高い教育行政を推進するとともに、組織の活性化を

図るため、次の方針の下に職員の異動を行う。 

 

 

１ 公正な勤務成績の評定に基づき、職員個々の能力及び適性に留意するとと

もに、年齢、経歴等を総合的に勘案し適材適所の職員配置を行う。 

 

２ 市長事務部局等との円滑な人事交流を図り、職員構成の適正化に努めると

ともに、ジョブローテーションの推進により職員の人材育成及び能力開発に

努める。 

 

３ 昇任については、人事委員会が実施する昇任試験の結果等を踏まえるとと

もに、職員構成の均衡等を勘案し行うものとする。 

 

４ 新規採用職員については、将来にわたっての人材育成にも考慮しながら適

正配置に努める。 
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教育委員会事務局等職員（教職員を除く。）異動細則 

 

 

１ 対象者 

  この細則において「教育委員会事務局等職員（教職員を除く。）」とは、教育委員会事

務局及び教育機関に勤務する職員のうち、市立小学校、中学校、高等学校又は特別支援

学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭及び実習助手並びに市立総合ビジネス専門

学校に勤務する校長、教頭及び教員並びに市立幼稚園に勤務する園長及び教諭を除く正

職員をいう。 

 

２ 異動に関する基本要領について 

 (1) 質の高い教育行政を推進するため、事業展開に必要な適材適所の人事配置を行う。 

 (2) 異動については、熊本市人事評価制度に基づく勤務成績評価による所属長の異動内

申等を勘案するとともに、職員の自己申告書を可能な限り尊重し行うものとする。 

 

３ ジョブローテーションについて 

  一般職職員については、人材育成・能力開発の観点から特段の事情がある場合を除き

次の要領でジョブローテーションに努め異動を行うものとする。ただし、学芸員等の資

格専門職については対象外とする。 

 (1) 事務職については、４年サイクルを中心とし、３０代半ばまでに別表に掲げる部門

区分のうち概ね４～５部門の職場を経験させる。異動は３年から上限５年までを基本

とする。 

 (2) 新規採用職員の最初の異動については、上級職で３年、初級職で５年を一つの目安

とする。 

 (3) 土木・建築・機械・電気・化学等の技術職については、４年から上限６年までを基

本とし、３０代半ばまでに別表に掲げる部門区分のうち概ね３部門の職場を経験させ

る。 

 (4) 業務職、その他の専門職及び変則交代制職場の職員の異動については、可能な限り

配慮する。 

 

４ 人事交流について 

 新規採用以来引き続き教育委員会に勤務する職員及び教育委員会に継続して長年にわ

たり勤務する職員については、市長事務部局等との協議により積極的な人事交流を図るも

のとする。 

 

参考 
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５ 職員の採用について 

 (1) 職員の新規採用については、本市人事委員会が作成する採用候補者名簿のうちから

行うものとする。 

 (2) 指導主事及び社会教育主事の割愛採用並びに転任については、公立学校等に勤務す

る教職員で法定の要件を具備する者のうちから人格・識見等に優れた者を教育長が選

考し、行うものとする。 

 

６ 昇任について 

 (1) 昇任については、本市人事委員会が定める昇任資格基準を踏まえ市長事務部局との

均衡を図り行うものとする。 

 (2) 指導主事及び社会教育主事の昇任については、昇任するに足ると認められる知識、

経験等を有する者のうちから、職種内の均衡を勘案し行うものとする。 

 

７ 女性職員の登用について 

  女性職員の登用については、男女共同参画社会の形成に配慮し積極的に推進するもの

とする。 

 

８ 学校職員について 

学校職員については、全市的な職員配置の見直しに考慮しながら、適正な配置に努め

るものとする。 

 

９ 職員である親族がいる職員について 

  同一所属内においては、３親等内の親族を配置しないものとする。 
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【 別  表 】 

 

 

職 種 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

事   務 

窓口関係 企画部門 

政策部門 

総務部門 

現場・出先 

会館管理 

用地関係 

事業部門 

ｲﾍﾞﾝﾄ関係 

税務部門 

福祉部門 

その他 

土   木 

道路部門 下水道部門 都市開発 

用地関係 

現場・出先 

その他 

  

建   築 

設計部門 指導関係 

監査関係 

都市開発 

用地関係 

福祉部門 

現場・出先 

その他 

  

機  械 

電  気 

施設管理 設計部門 その他      

化   学 

保健部門 環境部門 現場・出先 その他   

 

 


